
 

 

  

困ったら一人で悩まず 

行政相談 

＜相談所を開設しています！＞ 

日 時：第 3火曜日又は第３水曜日 １０時から１２時まで 

      詳しい相談日は裏面をご覧ください。 

場 所：伊奈町総合センター（2階研修室） 

予約受付：伊奈町役場 住民相談室 

（電話：０４８－７２１－２１１１） 

※ 事前予約制となっております。 

上記「予約受付」にご連絡の上、ご予約をしてからお越しください。 

要予約 

回覧 

こんなお困りごとはありませんか？ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年４月 16日（火） 5月 21日（火） 

 ６月 18日（火） 7月 17日（水） 

 ８月 20日（火） ９月 18日（水） 

※ 全て１０時から１２時まで 

※ 伊奈町役場・住民相談室へ事前にご予約をお願いします。 

令和６年度 行政相談所の予定（令和 6 年 4 月～9 月） 

総務省関東管区行政評価局でもご相談を受付けています。 
電話：０５７０－０９０－１１０ 
（平日８時３０分から１７時３０分まで） 

こんな改善の一例がありました 


